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藤木発電所の容量価値売却（変動電源（アグリ））に係る一般競争入札公告 

 
 次のとおり一般競争入札（事後審査型条件付き一般競争入札）を行いますので、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項の規定により公告します。 

 

 令和８年２月１７日 

 

山梨県公営企業管理者 落合 直樹  

 

１ 一般競争入札に付する事項 

（１） 件名 

 藤木発電所の容量価値売却（変動電源（アグリ）） 

追加オークション（対象実需給年度：２０２７年度） 

（２） 仕様等 

 入札説明書及び仕様書のとおり 

（３） 期間 

 契約期間：契約締結日から令和１０年８月３１日まで 

売却期間：令和９年４月１日午前０時から令和１０年３月３１日午後１２時まで 

（４） 売却場所 

 藤木発電所（山梨県甲州市塩山藤木1252） 

 

２ 資格要件 

入札に参加しようとする者は、次に掲げる参加資格要件を参加申込み時点で全て満たすものとする。 

（１） 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

（２） 「山梨県物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領」に基づき入札参加停止に該

当しないと認められる者であること。 

（３） 山梨県暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する

暴力団関係者を有する法人でないこと。 

（４） 直近の事業年度の消費税及び地方消費税並びに山梨県に事務所又は事業所（２以上の事務所又

は事業所がある法人の場合には、主たる事務所又は事業所）を有する法人（以下「県内業者」

という。）にあっては県税、山梨県に事務所又は事業所を有しない法人（以下「県外業者」と

いう。）にあっては法人税について未納がない者であること。 

（５） 会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づき更生手続き開始の申し立て、又は民事再生法（平成 

11年法律第 225号）に基づき民事再生手続き開始の申し立てがなされている者ではないこと。 

（６） 労働保険、厚生年金保険及び健康保険に加入する義務がある者にあっては、これらに加入して

いること。 

（７） 電気事業法（昭和39年法律第170号）第27条の30の規定による特定卸供給事業の届出をした者であ

ること。 

（８） 容量市場システムにアグリゲーターとして、事業者情報登録が完了している者であること。 

（９） 自治体等が保有する電源を含む複数電源のアグリゲーションに対応可能な体制を有し、容量

市場における義務履行を適切に果たすことができる者であること。 

 

３ 契約条項を示す場所等 

（１） 契約条項を示す場所及び入札・契約の手続に関する問合せ先 

 〒400-8501 山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 

山梨県企業局電気課 

（課長）槌屋 浩之 （担当）齊藤 雅司、手塚 賢 
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電話 055-223-5389（直通） 

ＦＡＸ 055-223-5393 

E-mail kg-denki@pref.yamanashi.lg.jp 

（２） 入札説明書、仕様書の交付方法 

 山梨県企業局電気課のホームページからダウンロードすることができる。

（https://www.pref.yamanashi.jp/kg-denki/index.html） 

 

４ 入札書の提出期間、提出場所及び提出方法 

（１） 提出期間 

 令和８年３月２日（月）１２時まで 

（２） 提出場所 

 ３（１）に同じ 

（３） 提出方法 

 提出書類は、郵送または持参により提出しなければならない。なお、郵送の場合は、書留郵

便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第２条第６項に規定

する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第２

項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものによることとし、提出期間内必着と

すること。 

 

５ 開札日時 

（１） 開札の日時    

 令和８年３月２日 午後１時30分 

（２） 開札の場所 

 山梨県企業局 ５階大会議室 

 

６ 入札保証金及び契約保証金 

（１） 入札保証金    

 入札保証金は免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなる  

恐れがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。 

（２） 契約保証金 

 規則第１０９条に基づき、入札金額の１００分の１０以上の額の契約保証金又はこれに代わ

る担保を納付又は提供すること。 

ただし、規則第１０９条の２の規定に該当する者は、これを免除する。 

 

７ 参加資格の取り消し 

参加資格を有する者が２に規定する資格要件を満たさないことが明らかとなったときは、その資格

を取り消す。 

 

８ 予定価格の有無 

   有 

    


